
    新規検査、継続検査、臨時検査及び予備検査の申請  
に係る審査基準及び標準処理期間  

 
平成６年８月２９日付け運陸二第４０３号  

改正 平成１９年１１月１５日付け府運車安第６５１号  
 

新規検査、継続検査、臨時検査及び予備検査においては、道路運送車両法、

道路運送車両法施行規則、道路運送車両法の保安基準の規定によるほか、次に

よるものとする。  
 
１．新規検査、予備検査  
（１）審査基準  
   「自動車検査業務等実施要領について」（昭和３６年１１月２５日付け自

車第８８０号）  
（２）標準処理期間  
   原則として、１日とする。ただし、完成検査終了証の提出があった自動

車、「自動車型式認証実施要領について」（平成１０年１１月１２日付け自

審第１２５２号の４）により運輸大臣から審査結果及び資料の送付された

自動車、「輸入自動車特別取扱制度について」（平成１０年１１月１２日付

け自審第１２５５号）による輸入車特別取扱自動車届出済書等の資料の提

出があった自動車、「改造自動車等の取扱いについて」（平成７年１１月２

１日付け自技第２３９号）による改造自動車等審査結果通知書又はその写

し及び添付資料の提出があった自動車以外の自動車については、検査に必

要な資料の提出があってから１ヶ月とする。  
 
２．継続検査、臨時検査  
（１）審査基準  
   「自動車検査業務等実施要領について」（昭和３６年１１月２５日付け自

車第８８０号）  
（２）標準処理期間  

原則として、１日とする。  



   申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間並び  
に不利益処分に係る処分基準について（検査関係）  

 
平成６年９月３０日付け運陸二第４６１号  

改正 平成１９年１１月１５日付け府運車安第６５１号  
 
Ⅰ．道路運送車両法関連の申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間  
   各処分においては、道路運送車両法（以下「法」という。）、道路運送車

両法施行規則、道路運送車両法の保安基準（以下「保安基準」という。）の

規定によるほか、次によるものとする。  
 
 １．車台番号等の打刻の塗まつ等の許可（法第３１条）  
 （１）審査基準  
    法令上において明確に規定されているため、設定の必要なし。  
 （２）標準処理期間  
    原則として、１日とする。ただし、許可を受けようとする理由に疑義

が生じた場合は、調査に要する期間が必要であることから、この限りで

はない。  
 
 ２．自動車検査証の記載事項の変更記入（法第６７条第１項）  
 （１）審査基準  
    法令上において明確に規定されているため、設定の必要なし。  
 （２）標準処理期間  
    原則として、１日とする。  
  
 ３．自動車予備検査証の交付を受けた自動車に対する自動車検査証の交付（法

第７１条第４項）  
 （１）審査基準  
    法令上において明確に規定されているため、設定の必要なし。  
 （２）標準処理期間  
    原則として、１日とする。  
 
 ４．自動車予備検査証の交付に係る自動車の臨時検査（法第７１条第７項）  
 （１）審査基準  
    「自動車検査業務等実施要領について」（昭和３６年１１月２５日付け

自車第８８０号）  
 （２）標準処理期間  
    原則として、１日とする。  



 
 ５．自動車予備検査証の記載事項の変更記入（法第７１条第８項）  
 （１）審査基準  
    法令上において明確に規定されているため設定の必要なし。  
 （２）標準処理期間  
    原則として、１日とする。  
 
 ６．前面ガラスへの貼付の指定（保安基準第２９条第４項第７号）  
 （１）審査基準  
    「自動車の窓ガラスへの貼付物等の指定要領」（平成６年９月３０日付

け運陸二第４６０号）  
 （２）標準処理期間  
    原則として、１ヶ月とする。  
 
 ７．保安基準の緩和の認定（保安基準第５５条）  
 （１）審査基準  
    「基準緩和自動車の認定要領について」（平成９年９月３０日付け運陸

二第５２５号）  
 （２）標準処理期間  
    原則として、１ヶ月とする。  



Ⅱ．道路運送車両法関連の不利益処分に係る処分基準  
   各処分においては、道路運送車両法、道路運送車両法施行規則、道路運

送車両法の保安基準の規定によるほか、次によるものとする。  
 
 １．車台番号等の打刻命令等（法第３２条）  
 （１）処分基準  
    法令上において明確に規定されているため設定の必要なし。  
 （２）聴聞及び弁明の機会の付与  
    行政手続法第１３条第２項第１号により、公益上、緊急に不利益処分

をする必要があるため聴聞及び弁明の機会の付与については適用除外で

ある。  
 
 ２．構造等変更検査の受検命令（法第６７条第３項）  
 （１）処分基準  
    法令上において明確に規定されているため設定の必要なし。  
 （２）聴聞及び弁明の機会の付与  
    行政手続法第１３条第２項第１号により、公益上、緊急に不利益処分

をする必要があるため聴聞及び弁明の機会の付与については適用除外で

ある。  
    なお、構造等変更検査の審査基準は、「自動車検査業務等実施要領につ

いて」（昭和３６年１１月２５日付け自車第８８０号）によることとし、

標準処理期間については、「改造自動車等の取扱いについて」（平成７年

１１月２１日付け自技第２３９号）による改造自動車等審査結果通知書

又はその写し及び添付資料の提出があった自動車は原則として１日、そ

れ以外の自動車については検査に必要な資料の提出があってから１ヶ月

とする。  
 
 ３．保安基準の緩和の認定の取消し（保安基準第５５条）  
 （１）処分基準  
    「基準緩和自動車の行政処分等要領について」（平成９年９月３０日付

け運陸二第５２６号）による。ただし、非公開とする。  
 （２）聴聞及び弁明の機会の付与  
    運輸省聴聞手続規則に則り聴聞を行う。  



  検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車の  
型式認定等の申請に係る審査基準及び標準処理期間について  

 
平成６年９月３０日付け運陸二第４６２号  

改正 平成１９年１１月１５日付け府運車安第６５１号  
 
 各処分においては、道路運送車両法、道路運送車両法施行規則（以下「施行

規則」という。）、道路運送車両法の保安基準の規定によるほか、次によるもの

とする。  
 
１．検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車の型式認定（施

行規則第６２条の３第１項）  
（１）審査基準  
  ① 「自動車型式認証実施要領について」（平成１０年１１月１２日付け自

審第１２５２号の４）  
  ② 「新型自動車の試験方法について」（昭和４６年１０月２０日付け自車

第６６９号）  
（２）標準処理期間  
   原則として、２ヶ月とする。  
 
２．原動機付自転車用原動機の型式認定（施行規則第６７条第９項）  
（１）審査基準  
   「自動車型式認証実施要領について」（平成１０年１１月１２日付け自審

第１２５２号の４）  
（２）標準処理期間  

原則として、２ヶ月とする。  



    道路運送車両法及び関係政省令における登録関係の  
許認可等処分事案の処理方針について  

 
平成６年９月２９日付け運陸二第４５２号  

改正 平成１９年１１月１５日付け府運車安第６５１号  
 
 行政手続法の施行に伴い、沖縄総合事務局長、沖縄総合事務局陸運事務所長、

沖縄総合事務局宮古運輸事務所長及び沖縄総合事務局八重山運輸事務所長権限

に係る道路運送車両法（以下「法」という。）及び関係政省令における登録関係

の許認可等についての審査基準及び標準処理期間は、次によるものとする。  
 
Ⅰ．申請に対する処分  

１．自動車登録番号標交付代行者の指定（法第２５条第１項）  
 （１）審査基準  

    「自動車登録番号標交付代行者の指定及び手数料の認可についての

審査基準」（平成６年９月２９日付け運陸二第４５３号）  
（２）標準処理期間  

１ヶ月以内  
 
２．自動車登録番号標交付代行者の自動車登録番号標の交付手数料の認可（法

第２７条第１項）  
 （１）審査基準  

    「自動車登録番号標交付代行者の指定及び手数料の認可についての

審査基準」（平成６年９月２９日付け運陸二第４５３号）  
 （２）標準処理期間  

１ヶ月以内  
 

３．臨時運行の許可（法第３４条第２項）  
 （１）審査基準  

    「自動車の臨時運行許可業務取扱要領」（平成１５年６月１３日付け

府陸事登第２２５号の２）第３条（許可申請）及び第５条（許可基準） 
（２）標準処理期間  

原則として即日処理  
 
４．回送運行の許可（法第３６条の２第１項）  

 （１）審査基準  
    「自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領」（平成１８年３月１日

付け府運車安第１３２号）第６条（許可）第１項  



 （２）標準処理期間  
１ヶ月以内  
 

５．回送運行許可証の交付（法第３６条の２第３項）  
 （１）審査基準  

    「自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領」（平成１８年３月１日

付け府運車安第１３２号）第１６条（許可証の交付等）第１項  
 （２）標準処理期間  

一週間以内  
 

６．検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の臨時運行の許可（法第７３条

第２項）  
 （１）審査基準  

    「自動車の臨時運行許可業務取扱要領」（平成１５年６月１３日付け

府陸事登第２２５号の２）第３条（許可申請）及び第５条（許可基準） 
 （２）標準処理期間  
     原則として即日処理  
 

７．検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の回送運行の許可（法第７３条

第２項）  
 （１）審査基準  

    「自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領」（平成１８年３月１日

付け府運車安第１３２号）第６条（許可）第１項  
 （２）標準処理期間  
     １ヶ月以内  
 

８．検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の回送運行許可証の交付（法第

７３条第２項）  
 （１）審査基準  

    「自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領」（平成１８年３月１日

付け府運車安第１３２号）第１６条（許可証の交付等）第１項  
 （２）標準処理期間  
     一週間以内  
 

９．事業場の位置の変更等の承認（自動車登録番号標交付代行者規則第１０

条第１項）  
 （１）審査基準  
     法令上において明確に規定されているため、設定の必要なし。  



 （２）標準処理期間  
     １ヶ月以内  
 
１０．自動車登録証書の交付（道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車

両法の特例等に関する法律第５条第１項）  
 （１）審査基準  
     法令上において明確に規定されているため、設定の必要なし。  
 （２）標準処理期間  

原則として即日処理  
 
１１．原動機付自転車の登録証書の交付（道路交通に関する条約の実施に伴う

道路運送車両法の特例等に関する法律第５条第２項）  
 （１）審査基準  
     法令上において明確に規定されているため、設定の必要なし。  
 （２）標準処理期間  
     原則として即日処理  
 
１２．被災自動車に係る納付税額の確認（災害被害者に対する租税の減免、徴

収猶予等に関する法律の施行に関する政令第１５条の５第１項）  
 （１）審査基準  
     「被災自動車に係る納付税額の確認についての審査基準」（平成６年

９月２９日付け運陸二第４５４号）  
 （２）標準処理期間  

原則として即日処理  
 
 
Ⅱ．不利益処分  

１．回送運行の許可の取消等（弁明・聴聞相当処分）（法第３６条の２第７項、

第７３条第２項）  
   ＜審査基準＞  
     「回送運行の許可を受けた者に対する行政処分基準」（昭和５８年３

月７日付け運陸二第８２号）による。ただし、非公開とする。  
 

２．回送運行の許可の取消等の命令における再交付制限（弁明相当処分）（法

第３６条の２第９項及び第１０項、第７３条第２項）  
   ＜審査基準＞  
     「回送運行の許可を受けた者に対する行政処分基準」（昭和５８年３

月７日付け運陸二第８２号）による。ただし、非公開とする。  


